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地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会 

システム検討部会（第５回） 

議事要旨 

 

１ 開催日時：令和７年１０月２９日（水）１６：００～１７：００ 

 

２ 開催場所：ＷＥＢ会議 

 

３ 議題 

・建設工事等のシステム整備の方向性について 

 

４ 議事概要 

 ・事務局から資料に沿って、建設工事等の入札参加資格審査システムの実態・整備の方

向性について説明。その後、構成員と意見交換を実施。 

 

【意見交換】 

○構成員 ●総務省 

 建設工事等のシステム整備の方向性について 

○ 共通化の方針として、各団体の事務手続や制度は可能な限り維持しつつ、共通化でき

る部分を統一し、自治体のシステムや業務を共通システムへ置き換えていくのか。それ

とも、既存業務を全面的に見直し、再構成した上で新たなシステムを構築する方針なの

か。 

● 本取組は、可能な限りデジタル化・省力化を推進し、事業者と自治体双方にとって有

益な結論を導くことを目指している。理想としては、可能な限り事務を共通の方法で見

直すことが望ましいものの、地域の実情に即した仕組みも考慮する必要があるため、見

直すべき部分と見直してはいけない部分を整理し、必要な対応を検討していきたい。 

○ 共通システムは、全体で同一のものを利用する想定なのか、それとも、アプリケーシ

ョンプラットフォームに機能セットを用意し、各団体が業務スタイルに応じて組み合わ

せを選択できる想定なのか。システムの想定にあたり、参考事例があれば、ご教示いた

だきたい。 

● 本共通システムは、各自治体が個別に運用してきたルールや方式を統一し、共同の審
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査体制を運用することに意味がある。そのため、おのずと１つのシステムをどのように

構築するかということに軸足を置いて議論をさせていただいている。 

○ 資料Ｐ11「他の情報システム、ＧビズＩＤシステム」との連携について、例えばデジ

タル庁が立ち上げている「Ｇビズポータル」など、法人の各種手続をすべて同一のポー

タルサイトから実施できる仕組みがあるのであれば、当該ポータルとの連携を検討すべ

きではないかと考える。 

 

 審査体制の検討事項について 

○ 資料Ｐ８「共同受付を担う部署が審査を終えない限り、構成団体の名簿作成が進まな

いため時間に追われる。」という意見を踏まえ、共同受付団体を検討する際には、事業者

の申請受付から共同受付団体による審査完了するまでの標準的な期間、想定される申請

件数、審査の人員、各団体の費用負担割合や算定方法などについて今後議論する必要が

あると考えている。 

● ご指摘の点は、共通システムを整備するにあたり必要なことと考えている。共同受付

前後で、申請件数が増加する傾向があると認識しているが、実際の状況はいかがか。 

○ 本団体において、共同受付の前後で、申請件数が増加したか否かは不明だが、１つの

システムで選択できる団体が増えることにより、『この機会に併せて申請しておこう』と

いう事業者も一定程度増える可能性はあると考える。事務負担の観点から、特に小規模

市町村等において負担の増加が懸念される。 

○ 資料Ｐ11「④審査・補正依頼」について、例えば、Ａ県、Ｂ市、Ｃ村の３団体へ申請

する事業者がいた場合、どの団体が審査することになるのか。 

● 共通項目と選択項目については、共通システム上の共通審査体制にて審査し、独自項

目については、各団体で審査する運用を想定している。なお、共通審査体制において、

共通項目や選択項目の部分を団体に割り振って審査するようなことは、現時点想定して

いない。 

 

  工程表について 

○ 令和８年度中に策定を求められている工程表に、導入時期について明記されるか。 

● 現時点では、導入時期を明示できるかの実現可能性も含め、適切な時期がいつとなる

か等決まっていない。ただし、導入に向けた大枠の方針を整理する必要があると考えて
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おり、詳細な機能等システム面については、専門的知識を有する主体による調査研究を

踏まえ、事務局として案を作成し、本検討部会の場で議論いただきたいと考えている。 

○ 業務の見直しが必要となる場合、あるべき業務の姿、新業務に対する要求事項、業務

要件の定義等の分析に時間を要すると考えられるが、これらについて、資料Ｐ12の工程

表イメージのどの工程で議論が行われる想定なのか。運営体制や審査体制の検討は、業

務の整理を前提としたものと考えるが、業務要件は、どの段階で決める予定か。 

● ご指摘のとおり、業務要件等については、運営体制の調整前に、「分析・検討」の段階

で議論することを想定している。また、「移行・導入」に当たっては、現実的にどのよう

な形で導入を進め、システムをどのように活用していただくかについて、各自治体の実

態を踏まえながら検討する必要があると考えている。 

○ あるべき業務の姿等の検討の際には、業務に習熟した発注者側の職員が参加できるよ

うな体制を確保していただきたい。 

● 実務上の検討については、本検討会構成員の実務者の方々の御意見が重要だと考えて

いる。システムに関する専門的知見だけでなく、実務担当者の御意見も踏まえ、十分に

検討していきたい。 

○ 資料Ｐ12の工程表イメージにおける１マスの作業期間について、どれくらいの期間を

想定しているのか。 

● イメージとしてお示ししたものであり、現実的な期間がどの程度なのかを含め、現段

階では未定。 

○ 資料Ｐ３のとおり、各団体では電子契約や電子入札等のＤＸを進めているが、本検討

の入札参加資格申請のシステム化に長期間を要する場合、後続システムのＤＸ化の動き

に取り残され、結果として利用されなくなるのではないかと懸念している。 

● 事務局としてもご指摘の通りと認識している。一方で、共通システムの構築に係る調

整コストは相当大きいということが見えてきている。だからといって時間をかけること

が許容されるわけではないが、後続システムへの影響は当然発生し得るものと認識して

いるため、利用されるシステムとするためには、実現可能性を踏まえつつ、妥協すべき

部分と重点を置く部分を明確化し、今後の議論を通じて整理していく必要があると考え

る。 

 


